
土
地
の
強
制
収
用
に
対
す
る
請
願
決
議

軍
用
地
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
は、
軍
民
共
に
共
通
の
重
大
問
題
と
し
て、
適
正
妥
当
な
解
決

を
要
望
し、
更
に
立
法
院
に
お
い
て
も
す
で
に、
布
令
第
九一
号
第一
0
五
号、
第一
〇
九
号
及

び
第一
―
0
号
の
改
廃
を
訴
え
て、
軍
民
離
間
と
反
米
惑
情-名
激
成
せ
ぬ
よ
う、
万
全
の
処
潰
を

持
つ
て
貰
い
た
い
こ
と
i？
要
望
し
た
の
で
あ
り
ま
す。
依
つ
て
オ
グ
デ
ン
副
長
官
も、
我
々
の
意

思
を
忍
重
さ
れ
て、
或
は
政
府
士
地
委
員
の
任
命
と
な
り、
あ
く
ま
で
件
民
の
意
志
に
添
う
旨
を

明
言
さ
れ
た
結
果、
軍
使
用
末
解
地
の
解
放、
布
令一
0
九
号
の
強
椛
発
動
の
停
止
等、
幾
分
明

る
い
見
通
し
の
下
に
我
々
に
希
望
と
期
待
と
を
与
え
た
事
も
ま
た
事
実
で
あ
る。

然
る
に
九
月
二
十一
日
の
オ
グ
デ
ン
副
長
官
の
声
明
は
「一
九
五
1一
年
四
月
二
十
八
日
以
降
の

土
地
賃
貸
契
約
の
迅
速
な
る
締
結
を
図
る
た
め
に、

土
地
収
用
令
の
発
動
を
用
意
し
て
い
る」
旨

の
一
括
払
の
問
題
を
採
り
上
げ、
C
れ
が
恰
も
疏
球
住
民
の
希
望
で
あ
る
か
の
如
き
印
象
を
与
え

る
こ
と
は、
住
民
に
大
き
な
衝
掌
を
与え、
米
国
の
十
皿
政
策
に
対
す
る
住
民
の
不
信
と、

不
尚

は、

今
は
抑
え
得
べ
く
も
な
い
も
の
と
な
つ
て
い
る。

民
主
々
義
を
確
立
し、
共
睦
主
筏
の
浸
透
を
防
ぐ
上
か
ら
も、
こ
の
軍
用
地
問
瑚
の
円
脳
解
決

は
必
要
で
あ
る。

よ
つ
て
琉
球
住
民
の
意
志
を
代
表
す
な
琉
球
政
府
立
法
院
は、

忙
民
の
生
存
権
の
確
保
財
産
権

尊
璽
の
立
場
か
ら、
左
記
汲
禎
事
項
を
決
談
し、
こ
れ
が
す
み
や
か
な
る
実
現
を
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
大
統
領、
同
上
院
議
長、
同
下
院
謡
長、
同
上
院
外
交
委
員
長、
同
国
務
長
官、
同
陸
軍
長

官、
琉
球
列
島
米
国
民
政
長
官
及
び
同
副
長
官
に
賄
願
す
る
も
の
で
あ
る。

記

一
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
よ
る
土
地
の
買
上
ま
た
は
永
久
使
川、
地
料
の一
括
払
は、

絶
対

に
行
わ
な
い
こ
と。

二、
現
在
使
用
中
の
土
地
に
つ
い
て
は、

涵足
に
し
て
完
全
な
補
俄
が
な
さ
れ
る
こ
と。
使
用
料

の
決
定
は、
住
民
の
合
剌
的
焼
定
に
晶
く
要
求
額
に
基
い
て
な
さ
れ、
か
つ
評
価
及
び
支
払

は、
一
年
毎
に
な
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い。

―二、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
が
加
え
た一
切
の
肌
害
に
つ
い
て
は、

作
民
の
要
求
す
る
適
正
賠
偵

額
を
す
み
や
か
に
支
払
ぅ
こ
と。

四、

現
在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
占
有
す
る
土
地
は、

早
急
に
解
放
し、
か
つ
新
た
な
ナ
地

の
収
用
は
絶
対
に
避
け
る
こ
と。

一
九
五
四
年
四
月
三
十
日

決
議
第
ト一
号

軍
川
地
問
槌
は
沖
紺
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
而
も
住
民
の
日
常
生
活
に
匝
結
す
る
問
胆
で
あ

つ
て、
こ
れ
が
基
本
的
な
解
決
な
く
し
て
は、
住
民
の
生
活
を
維
持
し、
こ
れ
を
全
う
す
る
と
と

は
望
み
得
な
い。
従
つ
て
当
院
に
お
い
て
は、

再
三
に
亘
り
使
川
料
の
適
正
と
一
方
的
強
制
的
収

用
の
是
正
と
存
軍
当
局
に
要
望
し
て
き
た
の
で
あ
る。

然
し
乍
ら
こ
れ
に
対
し
て
は、
軍
当
局
の
正
式
な
回
答
も
な
く、
ま
た

充分
な
る
考
慮
も
払
わ
れ

な
く
し
て
今
日
に
至
っ
た。
土
地
の
収
用
は
依
然
と
し
て
行
わ
れ
住
民
の
生
活
は
破
綻
に
頻
し
て

軍
用
地
に
関
す
る
要
望
決
議

真
和
志
村‘
小
禄
村、
読
谷
村、
中
城
村
そ
の
他
の
関
係
町
村
の
住
民
は
恐
怖
と
不
安
に
お
の
の

い
て
い
る。
従
つ
て
強
制
立
退
が
「
死
の
宣
告」
と
断
ず
る
ま
で
に
至
り
「
立
退
絶
対
反
対」

の
血
の
叫
び
を
訴
え
憂
慮
す
べ
き
事
態
を
惹
起
し
つ
つ
あ
る。

三、
ア
メ
リ
カ
民
政
府
の
不
当
な
る
土
地
取
上
の
処
阻
は、
世
界
人
権
宜
言
及
び
国
連
憲
章
に
明

記
さ
れ
た
甚
本
的
人
権
を
擁
護
す
べ
し
と
の
趣
旨
に
戻
る
の
で
院
の
謡
決
に
よ
り、
左
の
と
お

り
要
請
す
る。

1

一
九
五
二
年
十一
月一
日
公
布
さ
れ
た
布
令
第
九
十一
号、
一
九
五
l
-―
年
四
月1二
日
公
布

さ
れ
た
布
令
第
百
九
号、
一
九
五
三
年
四
月
四
日
公
布
さ
れ
た
布
令
第
百
十
号
を
廃
止
す
る

こ
と。

2

講
和
条
約
発
効
後
に
お
け
る
土
地
の
取
上
げ
に
関
し
て
は、
吾
々
は
容
認
で
き
な
い。

3

住
民
の
自
由
に
表
明
せ
る
意
志
に
反
し
て、

士
地
取
上
げ
の
強
権
発
動
を
せ
ざ
る
こ
と。

4

講
和
条
約
発
効
前
の
軍
使
用
地
に
対
し
て
は
住
民
の
財
産
権
を
諄
露
し、
一
九
五一
1一
年
三

月
二
十
三
日
公
布
さ
れ
た
布
令
第
百
号
を
廃
止
し、
契
約
に
よ
る
と
と
な
く
速
か
に
適
当
妥

当
な
賠
憐
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と。

琉
球
列
島
米
国
民
政
副
長
官

オ
グ
デ
ン
少
将

殿

決
縞
第
十
六
号
（一
九
五一―一
年
九
月

1平
八
日
決
議）

琉
球
政
府
立
法
院
は、
こ
こ
に
次
の
通
り
決
謡
す
る。

疏
球
政
府
立
沈
院
決
諮

軍
用
道
路
に

よ
る
潰
地
の
補
償
に
関
す
る
要
望
決
議

軍
用
地
処
理
に
関
す
る
請
願
決
議

を
明
か
に
し
住
民
に
絶
大
な
衡
繋
を
与
え
た
結
果、
軍
用
地
問
題
を
再
び
紛
糾
と
混
乱
に
陥
れ
る

も
の
で
あ
り
ま
し
て、
本
問
頚
解
決
の
た
め
に
努
力
存
続
け
て
き
た
灯
法
院
の
甚
だ
遺
憾
と
す
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す。
依
つ
て
軍
用
地
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
は、
和
解
と
信
頼
の
下
に
あ
く
ま

で
も
軍
と
地
主
の
理
解
と
合
意
に
よ
る
解
決
策
を
樹
立
し、
い
さ
さ
か
も
軍
民
離
間
の
悔
存
残
さ

ぬ
よ
う、
左
記
の
事
項
を
訴
え
て、
善
処
方
を
要
望
致
し
ま
す。

記

―

現
に
使
用
中
の
土
地
に
関
す
る
契
約
は、
住
民
の
自
由
意
志
に
よ
る
も
の
と
し、

強制
の
措

憤
は
避
け
ら
れ
な
い。

一
、
軍
用
地
代
は
あ
く
ま
で
軍
民
合
意
を
前
提
と
し
て
適
正
妥
当
な
地
代
を
決
定
さ
れ
た
い。

右
決
議
す
る。

一
九
五――一
年
九
月
二
十
八
日

琉
球
列
島
米
国
民
政
府
副
長
官

松
軍
少
将

ダ
ビ
ド、
エ
イ、
オ
グ
デ
ン
殿

ア
メ
リ
カ
の
描
会
が、

更
に
沖
縄
の
土
地
の
貿
上
と
永
久
使
用、
地
料

現
存
沖
紬
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
使
用
す
る
士
地
の
総
面
栢
は、
四
二、
四
二

四、
五
千
ェ
ー
カ
（
五一
、
九一―――li'

1
01――
坪）
（
軍
発
表）
に
達
し、
沖
縄
の
総
面
積
の
一

四
パ
ー
セ
ン
ト、

耕
地
面
積
の
四一
・
――
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
が、
こ
れ
に
対
す
る
使
用

料
は、

極
め
て
低
廉
で
あ
り、
こ
れ
を
地
主
の
要
望
頷
と
比
較
し
た
場
合、
別
表
に
示
す
如
く
僅

か
に
そ
の
九
分
の一
に
す
ぎ
な
い。
農
耕
地
を
収
容
さ
れ
て
生
活
の
甚
礎
を
失
っ
た
鹿
民
に
と
つ

て、

斯
か
る
低
廉
な
使
用
料
は、

最
低
生
活
を
維
持
す
る
に
は
遥
か
に
遠
く、
住
民
の
窮
乏
は、

言
語
に
絶
す
る
も
の
が
あ
る。

ま
た、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
財
産
の
損
害
は、
現
在
判
明
し
て
い
る

だ
け
で
も
別
表
に
明
ら
か
な
如
く
莫
大
な
額
に
達
し
て
い
る
が、
こ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
保
障
も

な
さ
れ
ず、
被
害
者
の
切
実
な
陳
情
も
願
み
ら
れ
な
い
状
態
に
あ
る。
而
も
現
在
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
軍
隊
の
占
有
す
る
土
地
の
う
ち
に
は、

現
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
士
地
が
少
な
か
ら
ず
存
在

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
新
た
な
土
地
の
収
用
は
依
然
と
し
て
住
民
の
意
志
を
考
慮
す
る
こ
と
な

く、

而
も
強
制
的
に
行
わ
れ
て
お
り、
住
民
の
こ
れ
に
対
す
る
不
安
は、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が

あ
る。か

か
る
時
に
当
つ
て、

い
る。
Nll
ち
七
月
十
四
日
と
同一．
ト一
日
の
再
度
に一旦
る
指
令
に
お
い
て
は、
宜
野
湾
村
伊
佐、

西
友
名、

安
仁
屋、

新
城
四
ケ
部
洛
百
万
戸
（一一
千
W
百
四
一
人）
所
有
の
田
畑
約
十
四
万
坪
と

伊
佐
部
洛
二
十一一
戸
（
百一
二
十
人）
明
渡
し
及
び
真
和
志
市
字
銘
苅、
古
島、
真
痙
比一ニ
ケ
部
落

の
田
畑
約
十
五
万
坪
五
十一
Fl
の
明
渡
し
が
要
求
さ
れ、

更
に
八
月
十一
日
に
は一二
和
村
齊
屈
武
四

ト
ニ
戸
（
l

i

�

四
卜
名）
所
有
の
畑
約
一
万
坪
に
対
し
褪
作
物
撤
去
の
指
令
が
出
さ
れ
て
い
る。

こ
れ
ら
の
収
川
に
よ
つ
て
関
係
地
主
ぱ
殆
ど
ナ
地
を
失
い、
生
活
存
破
捌
さ
れ
る
破
目
に
姐
い
込

ま
れ
る。

す
で
に、
さ
き
に
土
地
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
各
部
落
の
実
惰
が
椛
明
し
て
お
り
そ
の
故
ま
た
住

民
の
不
安
と
恐
怖
も一
方
な
ら
ぬ
も
の
炉
あ
り、
ナ
抽
収
用
に
対
す
る
代
民
の
反
対
な
る
感
梢
の

問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ
な
い
即
由
が
あ
る。
今
日
の
仲
綿
に
お
い
て
ナ
地
を
牛
う
こ
と
は、

農

民
に
と
つ
て
は
死
刑
の
官
告
1盆
受
け
た
こ
と
に
も
等
し
い
と
い
う
市
ゃ
軍
当
局
は
珂
解
し
て
い
た

だ
き
た
い。
か
か
ス
現
状
に
あ
つ
て
↓
地
の
収
用
が
弥
行
さ
れ
る
な
ら
む
し
ろ
そ
れ
は
軍
m
地
問

題
の
円
欄
解
決
1名
阻

むも
の
で
あ
る。
軍
民
の
稚
間
の
助
け
に
な
る
も
の
に
外
な
ら
な
い。

よ
つ
て
本
閻
阻
の
Pl
濶
解
決
存
年
来
の
責
務
と
し
て
伴
民
の
加
祉
�
安
際
に
努
め
て
き
ヤ
琉
球

政
府
立
法
院
は
弦
に
前
記
指
令
の
撒
同
と
将
来
に
お
け
ろ
強
制
的
収
用
の
撤
廃
と
存
琉
球
列
島
米

国
民
政
副
長
官
に
要
望
し、
こ
れ
が
す
み
や
か
な
ろ
解
決
を
併
せ
て
訥
廊
す
る
も
の
で
あ
る。

右
決
諮
す
る。

一
九
五
四
年
八
月一二
十
日

琉
球
政
府
立
法
院
決
誰
第
十
五
号
（一
九
五
四
年
JL
月
十
五
日
蔵
決）

現
在
沖
棚
に
お
い
て
軍
用
道
路
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
ナ
地
総
而
租
は一
、
八
八一
、

九
六

二
坪
と
な
つ
て
お
り
ま
す
が、
こ
れ
に
対
し
て
は
溝
和
条
約
の
発
効
前
後
存
問
は
ず
こ
れ
ま
で
何

等
補
償
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん。

一
九
五
二
年
1二
月
十
九
日
付
の
民
政
官
巷
筒
軍
使
用
地
の
地
代
に
つ
い
て、
一
百3
内
に
よ
れ
ば

使
用
目
的
が
洒
路
で
あ
る
と
否
と
に
拘
ら
ず、
軍
用
地
域
内
に
あ
ろ
私
地
に
対
し
て
は、
軍
が
借

地
代
を
支
払
い
「
ガ
リ
オ
ァ
賓
金
に
よ
る
公
道
に
つ
い
て
は
当
該
道
路
に
必
要
な
士
地
存
新
た
に

獲
得
lJ、
こ
れ
存
財
政
的
に
決
済
す
る
の
は
琉
球
政
府
の
責
任
で
あ
る」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す。

そ
の
う
ち
道
路
を
除
く
軍
用
地
に
対
し
て
は、

現
在
地
代
の
支
払
が
な
さ
れ
つ
ヽ
あ
り
ま
す
が
独

琉
球
政
府
立
法
院
雌
長

護

得

久

朝
章
早
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